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目 次

告告 示示

サービスの

種 類

指 定

年月日

指 定 障 害 福 祉
サ ー ビ ス 事 業 者

指 定 障 害 福 祉
サ ー ビ ス 事 業 所事 業 所

番 号 主たる事務
所の所在地

名 称所 在 地名 称

就労移行支援
・就労継続支
援Ｂ型

平成19年10月１日宮崎県都城市山之
口町富吉字上犬王
6732番地

社会福祉法人あじ
さいの里

宮崎県都城市山之
口町富吉字上犬王
6732番地

障害福祉サービス
事業所あじさいの
里

4510200407

居宅介護・重
度訪問介護

平成19年10月１日宮崎県日向市大字
日知屋古田町37番
地

有限会社ダイショ
ー

宮崎県日向市大字
日知屋古田町41番
地

アクティブライフ
かわせみ

4510600200

居宅介護・重
度訪問介護

平成19年10月１日宮崎県日向市永江
町３丁目 122番地

有限会社むらやん
介護サービス

宮崎県日向市永江
町３丁目 122番地

有限会社むらやん
介護サービス

4510600192

居宅介護・重
度訪問介護

平成19年10月３日宮崎県東臼杵郡門
川町庵川西６丁目
60番地

社会福祉法人友隣
会

宮崎県東臼杵郡門
川町庵川西６丁目
60番地

悠ライフ 居宅介
護事業所

4512100035

就労継続支援
Ａ型

平成19年10月16日宮崎県都城市久保
原町16街区16号

特定非営利活動法
人キャンバスの会

宮崎県都城市久保
原町17－18

ＣＢＳリネンサー
ビス

4510200290

就労継続支援
Ｂ型

平成19年11月１日宮崎県都城市志比
田町5775番地１

特定非営利活動法
人都城ふくふく会
まーる工房

宮崎県都城市志比
田町5775番地１

まーる工房4510200415

居宅介護・重
度訪問介護

平成19年12月１日宮崎県宮崎市江平
東町６番14号

セントケア宮崎株
式会社

宮崎県都城市祝吉
町5007－１ 森山
事務所Ｂ棟

セントケア都城4510200423

居宅介護・重
度訪問介護

平成19年12月１日東京都千代田区神
田駿河台２の９

株式会社ニチイ学
館

宮崎県都城市北原
町５街区１号

ニチイケアセンタ
ー都城

4510200431

居宅介護・重
度訪問介護

平成19年12月１日宮崎県宮崎市江平
東町６番14号

セントケア宮崎株
式会社

宮崎県延岡市永池
町２丁目１番１号

セントケア延岡4510300272
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居宅介護・重
度訪問介護

平成19年12月１日宮崎県宮崎市江平
東町６番14号

セントケア宮崎株
式会社

宮崎県延岡市伊形
町5216番地13 山
本貸事務所１階

セントケア延岡南4510300280

居宅介護・重
度訪問介護

平成19年12月１日宮崎県延岡市緑ヶ
丘４丁目19番６号

特定非営利活動法
人ささゆり

宮崎県延岡市緑ヶ
丘４丁目19番６号

ケアセンター さ
さゆり

4510300298

生活介護・就
労継続支援Ｂ
型

平成19年12月１日宮崎県日向市大字
財光寺字池1565番
地２

社会福祉法人浩和
会

宮崎県日向市大字
財光寺1062番地２

第二白浜学園4510600093

就労継続支援
Ｂ型

平成19年12月１日宮崎県児湯郡高鍋
町大字南高鍋 117
35番地

特定非営利活動法
人しろはと工房

宮崎県児湯郡高鍋
町大字南高鍋 117
35番地

しろはと工房4512050040

宮崎県告示第58号

障害者自立支援法（平成17年法律第 123号）第32条第１項の規定

により、次のとおり指定相談支援事業者の指定をした。

平成20年１月28日

宮崎県知事 東国原 英 夫

指 定
年月日

指 定 相 談 支 援 事 業 者指 定 相 談 支 援 事 業 所
事 業 所

番 号 主 た る 事 務
所 の 所 在 地

名 称所 在 地名 称

平成19年12月１日宮崎県宮崎市原町２
番22号

社会福祉法人宮崎県
社会福祉事業団

宮崎県都城市都原町
7171

知的障害児施設 高
千穂学園

4530200445

平成19年12月１日宮崎県宮崎市原町２
番22号

社会福祉法人宮崎県
社会福祉事業団

宮崎県延岡市櫛津町
3427

知的障害児施設 ひ
かり学園

4530300302

宮崎県告示第59号

障害者自立支援法（平成17年法律第 123号）第46条第１項の規定

により、指定障害福祉サービス事業の廃止について次のとおり届出

があった。

平成20年１月28日

宮崎県知事 東国原 英 夫

サービスの

種 類

廃 止

年月日

指 定 障 害 福 祉
サ ー ビ ス 事 業 者

指 定 障 害 福 祉
サ ー ビ ス 事 業 所事 業 所

番 号 主たる事務
所の所在地

名 称所 在 地名 称

居宅介護・重
度訪問介護

平成19年11月30日東京都港区六本木
６丁目10番１号六
本木ヒルズ森タワ
ー35階

株式会社コムスン宮崎県都城市祝吉
町5007－１ 森山
事務所Ｂ棟

株式会社コムスン
宮崎都城ケアセ
ンター

4510200035

居宅介護・重
度訪問介護

平成19年11月30日東京都港区六本木
６丁目10番１号六
本木ヒルズ森タワ
ー35階

株式会社コムスン宮崎県延岡市伊形
町5216－15

株式会社コムスン
延岡南ケアセン
ター

4510300025

居宅介護・重
度訪問介護

平成19年11月30日東京都港区六本木
６丁目10番１号六
本木ヒルズ森タワ
ー35階

株式会社コムスン宮崎県延岡市永池
町２－１－１ 高
野ビル

株式会社コムスン
延岡ケアセンタ
ー

4510300033

宮 崎 県 告 示 第 六 十 号

宮 崎 県 屋 外 広 告 物 条 例 の 規 定 に よ り 知 事 が 指 定 す る 禁 止 物 件 、 禁

止 地 域 等 （ 平 成 五 年 宮 崎 県 告 示 第 六 百 三 十 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に

改 正 し 、 平 成 二 十 年 一 月 二 十 八 日 か ら 施 行 す る 。

平 成 二 十 年 一 月 二 十 八 日

宮 崎 県 知 事 東 国 原 英 夫

五 ３ の 表 中 「 高 千 穂 鉄 道 と の 交 点 （ 延 岡 市 北 方 町 川 水 流 地 内 ） 」

を 「 延 岡 市 北 方 町 川 水 流 字 桑 水 流 卯 四 九 八 番 一 地 先 」 に 改 め る 。

五 ６ の 表 中
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大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条第２項の規

定により、大規模小売店舗の変更に関する届出があったので、届出

書その他関係書類を次のとおり縦覧に供する。

なお、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活

環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、本日

から４月以内に宮崎県知事に意見書を提出することができる。

平成20年１月28日

宮崎県知事 東国原 英 夫

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地

サンキュー小林店

小林市大字堤字金鳥居3005－12 外22筆

２ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法

人にあっては代表者の氏名

株式会社タイヨー 代表取締役 清川和彦

鹿児島県鹿児島市南栄３丁目14番地

３ 変更しようとする事項

茨 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

臼 駐車場の自動車の出入口の数及び位置

（変更前）敷地西側 １箇所、敷地南側 １箇所、

敷地北側 １箇所

合計 ３箇所

（変更後）敷地西側 ３箇所、敷地南側 １箇所、

敷地北側 １箇所

合計 ５箇所

４ 変更する年月日

平成19年12月29日

５ 変更する理由

店舗駐車場用地が一部区画変更することとなり、既存駐車場の

出入口の位置を変更する必要が発生したため。併せて、隣地に新

しく立地予定の大規模小売店舗利用者との交通混雑及び、既存国

道側出入口の利用混雑を回避するため。

６ 届出年月日

平成19年12月28日

７ 届出書その他関係書類の縦覧場所及び期間

茨 場所

宮崎県商工観光労働部地域産業振興課、宮崎県西臼杵支庁総

務課、宮崎県日南商工労政事務所、宮崎県都城商工労政事務所

及び宮崎県延岡商工労政事務所

芋 期間

平成20年１月28日から平成20年５月28日まで

８ 意見書の提出先及び期間

茨 提出先

宮崎県商工観光労働部地域産業振興課

芋 期間

平成20年１月28日から平成20年５月28日まで

９ 意見書の記載事項

意見書には、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地

域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見ととも

に、意見書提出者の氏名又は名称及び住所並びに当該大規模小売

店舗の名称を日本語により記載すること。

「

を
」

「

に
」

改 め る 。

高 千 穂

鉄 道

西 延 岡 駅

延 岡 市 道 川 水

流 中 央 通 線 と

の 交 点 （ 延 岡

市 北 方 町 川 水

流 卯 七 三 六 番

六 地 先 ）

県 道 北 方 北 郷

線 と の 交 点 （

延 岡 市 北 方 町

川 水 流 地 内 ）

延 岡 市 道 川 水

流 中 央 通 線 と

の 交 点 （ 延 岡

市 北 方 町 川 水

流 卯 七 三 六 番

六 地 先 ）

県 道 北 方 北 郷

線 と の 交 点 （

延 岡 市 北 方 町

川 水 流 地 内 ）

大 平 山 ト ン ネ

ル （ 日 之 影 町

大 字 七 折 地 内 ）
百 メ ー ト

ル
百 メ ー ト

ル
百 メ ー ト

ル

用 途 地

域 等 を

除 く 区

域
用 途 地

域 等 を

除 く 区

域
用 途 地

域 等 を

除 く 区

域

第 二 種

禁 止 地

域 等
第 三 種

禁 止 地

域 等
第 二 種

禁 止 地

域 等

高 千 穂

鉄 道

槇 峰 駅 大 平 山 ト ン ネ

ル （ 日 之 影 町

大 字 七 折 地 内 ）
百 メ ー ト

ル

用 途 地

域 等 を

除 く 区

域

第 二 種

禁 止 地

域 等

公公 告告
教育委員会規教育委員会規則則

県 費 負 担 教 職 員 の 免 職 及 び 県 教 育 委 員 会 の 任 命 に 係 る 職 へ の 採 用

の 手 続 等 に 関 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

平 成 二 十 年 一 月 二 十 八 日

宮 崎 県 教 育 委 員 会 委 員 長 江 藤 利 彦

宮 崎 県 教 育 委 員 会 規 則 第 二 号

県 費 負 担 教 職 員 の 免 職 及 び 県 教 育 委 員 会 の 任 命 に 係 る 職 へ の

採 用 の 手 続 等 に 関 す る 規 則

（ 趣 旨 ）

第 一 条 こ の 規 則 は 、 地 方 教 育 行 政 の 組 織 及 び 運 営 に 関 す る 法 律 （

昭 和 三 十 一 年 法 律 第 百 六 十 二 号 。 以 下 「 法 」 と い う 。 ） 第 四 十 七

条 の 二 第 一 項 の 規 定 に 基 づ き 県 費 負 担 教 職 員 を 免 職 し 、 引 き 続 い

て 県 の 常 時 勤 務 を 要 す る 職 （ 指 導 主 事 並 び に 校 長 、 園 長 及 び 教 員

の 職 を 除 く 。 ） に 採 用 す る 場 合 に お け る 同 条 第 二 項 の 事 実 の 確 認

の 方 法 そ の 他 県 費 負 担 教 職 員 が 同 条 第 一 項 各 号 の い ず れ に も 該 当

す る か ど う か を 判 断 す る た め の 手 続 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も

の と す る 。

（ 定 義 ）

第 二 条 こ の 規 則 に お い て 「 県 費 負 担 教 職 員 」 と は 、 市 町 村 立 学 校

職 員 給 与 負 担 法 （ 昭 和 二 十 三 年 法 律 第 百 三 十 五 号 ） 第 一 条 に 規 定

す る 職 員 の う ち 、 宮 崎 県 教 育 委 員 会 （ 以 下 「 県 教 育 委 員 会 」 と い

う 。 ） の 任 命 に 係 る 教 諭 、 養 護 教 諭 、 栄 養 教 諭 （ 地 方 公 務 員 法 （

昭 和 二 十 五 年 法 律 第 二 百 六 十 一 号 ） 第 二 十 八 条 の 四 第 一 項 又 は 第

二 十 八 条 の 五 第 一 項 の 規 定 に よ り 採 用 さ れ た も の を 除 く 。 ） を い

う 。
（ 事 実 の 確 認 の 方 法 ）

第 三 条 県 教 育 委 員 会 は 、 県 費 負 担 教 職 員 （ 以 下 「 当 該 教 職 員 」 と

い う 。 ） が 法 第 四 十 七 条 の 二 第 一 項 各 号 の い ず れ に も 該 当 す る か

ど う か の 事 実 の 確 認 は 、 当 該 教 職 員 の 所 属 す る 市 町 村 教 育 委 員 会

か ら の 報 告 に よ っ て 行 う も の と す る 。

２ 当 該 教 職 員 の 所 属 す る 市 町 村 教 育 委 員 会 は 、 県 教 育 委 員 会 に 、

次 に 掲 げ る 書 類 を 添 付 し て 報 告 す る も の と す る 。

一 当 該 教 職 員 の 児 童 生 徒 に 対 す る 指 導 の 状 況 、 学 校 に お け る 当

該 教 職 員 に 対 す る 指 導 の 状 況 等 に つ い て の 校 長 か ら の 報 告

二 当 該 教 職 員 か ら の 意 見 聴 取 の 結 果

三 当 該 教 職 員 に 対 し て 行 っ た 研 修 等 の 措 置 の 内 容 及 び 結 果
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四 そ の 他 県 教 育 委 員 会 が 必 要 と 認 め る 書 類

３ 県 教 育 委 員 会 は 、 第 一 項 に 規 定 す る 報 告 が あ っ た 場 合 に は 、 必

要 な 調 査 を 行 う こ と が で き る 。

（ 判 断 の 手 続 等 ）

第 四 条 県 教 育 委 員 会 は 、 当 該 教 職 員 が 法 第 四 十 七 条 の 二 第 一 項 各

号 の い ず れ に も 該 当 す る か ど う か の 判 断 に 当 た っ て は 、 審 査 委 員

会 の 意 見 を 聴 く も の と す る 。

２ 県 教 育 委 員 会 は 、 法 第 四 十 七 条 の 二 第 一 項 に 規 定 す る 指 導 が 不

適 切 で あ る 事 由 が 精 神 性 疾 患 等 の 疾 病 に 起 因 す る お そ れ が あ る と

認 め ら れ る 場 合 に お い て は 、 精 神 科 医 等 医 師 に 意 見 を 求 め る も の

と す る 。

（ 委 任 ）

第 五 条 こ の 規 則 に 定 め る も の の ほ か 、 必 要 な 事 項 は 、 県 教 育 委 員

会 教 育 長 が 別 に 定 め る 。

附 則

こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 年 二 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

選挙管理委員会告選挙管理委員会告示示

宮崎県選挙管理委員会告示第２号

平成19年７月29日執行の参議院宮崎県選出議員選挙に係る候補者

の選挙運動に関する収入及び支出の報告書の要旨について、公職選

挙法（昭和25年法律第 100号）第 192条第１項の規定により、次の

とおり公表する。

平成20年１月28日

宮崎県選挙管理委員会委員長 若 友 慶 二
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平成19年度行政書士試験の合格者について

行政書士法（昭和26年法律第４号）第４条第１項の規定により宮

崎県知事から委任された平成19年度行政書士試験の合格者の受験番

号は、次のとおりです。

平成20年１月28日

財団法人行政書士試験研究センター理事長 木寺 久

8910008 8910093 8910095 8910098 8910118 8910131

8910133 8910151 8910165 8910201 8910203 8910217

8910232 8910258 8910329 8910362

雑雑 報報
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